
別紙８ 

経営診断等経費助成 
 

財団は、林業機械等の価格高騰により経営状況の悪化が懸念される林業経営者を支援する

ため、次の表の要件を満たす者を対象として、同表に定める経費について助成するものとす

る。 

 
表 17 経営診断等経費助成 

１ 対象者及び助成率 

対象者 助成率 備考 

・都内の森林整備を担う都外の林業経

営者 

・都内に事業所を有する林業経営者 

１／２以内 

(助成上限額50,000円

／経営体・回) 

・１経営者又は１経営体当り８

回を上限に助成する。 

・助成基準は２のとおり。 

認定事業体 ２／３以内 

(助成上限額66,666円

／経営体・回) 

 

 

２ 助成基準 

助成基準 

林業機械等の価格高騰による経営状況の悪化等、対象者が経営課題の解決に向けた専門家に

よる指導や助言を受ける際に必要となる経費であること。 

対象経費 

（１）経営診断経費 

（２）コンサルティング経費 

（３）その他、理事長が認める経費 

 


